
 

 

 

 

 

 

 

 

教職員に対する懲戒処分について 

 

令和８年３月１７日付けで教職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、 

下記のとおり公表します。 

 

記 

 

№ 対 象 教 職 員 処 分 事 由 処分内容 処分日 

１ 県立中等教育学校の男性教諭（４５歳） 児童生徒性暴力等 免職 R8.3.17 

２ 県立高等学校の女性教諭（３０代） 児童生徒性暴力等 免職 R8.3.17 

３ 公立小学校の男性教諭（２６歳） 児童生徒性暴力等 免職 R8.3.17 

４ 公立小学校の男性教諭（５４歳） パワー・ハラスメント 戒告 R8.3.17 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ７ 日 

教 育 委 員 会 学 校 人 事 課 

義務教育人事係 

電話：027(226)4594   内線：4594 

県立学校人事係 

電話：027(226)4596   内線：4596 


